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〈愛知県いじめ防止基本方針の改定の視点〉 

①いじめが解消している状態に至った場合でも、被害者・加害者を日 

常的に注意深く観察するなど、再発防止に努めること。 

②学校におけるいじめ防止等の取組において、学校評価の評価項目にい 

じめ防止等のための取組を位置付け、評価結果を踏まえて取組の改善

を図ること。 

③いじめの早期発見のための定期的なアンケート調査等の扱いについ 

て、十分配慮すること。 
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 ○学校 
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 ○学校の設置者 

  半田市（半田市長、半田市教育委員会） 

 ○保護者 

  親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人） 
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はじめに 

 いじめは、子どもの心身の健全な発達に深刻な影響を及ぼすだけでなく、生命や身体

に重大な危険を生じさせるおそれがある行為であり、子どもの人権に関わる重大な問題

です。 

 半田市では、いじめは絶対に許されない行為であるとの認識に立ち、子ども一人一人

が楽しく学校生活を送ることができるようにするため、いじめの防止やその対策に努め

ています。児童生徒による自主的な活動も行われており、平成２５年８月２８日に、児

童会生徒会サミットによる、いじめをなくすための７つの約束「スマイル宣言」（以下

に示す。）を採択し、現在、各小中学校でいじめ防止に向けた取組が進められています。 

 そうした中、平成２５年９月２８日に施行された「いじめ防止対策推進法」（平成 25

年法律第 71号。以下「法」という。）第１２条の規定に基づき、半田市立の小中学校を

対象として、「いじめの未然防止」「いじめの早期発見」「いじめに対する措置」（以

下、「いじめ防止等」）のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方

針である「半田市いじめ防止基本方針」（以下「市基本方針」という。）を策定しまし

た。この市基本方針を基に、学校の内外を問わず、児童生徒が安心して学習やその他の

活動に取り組むことができるよう、いじめの防止等に向けて一層努めてまいります。 
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第１ いじめの防止等に関する基本的な考え方 

いじめは、決して許されない行為です。しかし、どの児童生徒にも、どの学校で

も起こり得ることで、被害者にも加害者にもなり得る、全ての児童生徒に関わる問

題です。 

児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な教育活動の中で自らの力を伸ばして

いくためには、いじめ防止等の取組を推進し、いじめが起こりにくい学校づくりを

することが大切です。 

本市では、半田市教育委員会（以下「市教育委員会」という。）、学校、家庭、

地域、関係諸機関が一層連携し、「いじめをしない、させない、見逃さない」ため

の取組を積極的に展開します。また、児童会生徒会サミットを中心とした、児童生

徒の自主的な活動を支援してまいります。 

 

第２ いじめの定義 

法第２条では、「いじめ」とは、「児童等（※１）に対して、当該児童等が在籍

する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係（※２）にある他の児童

等が行う心理的又は物理的な影響（※３）を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む）であって当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ

ているもの」としています。 

※１「児童等」 

  学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

※２「一定の人的関係」 

学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒、当該児童生徒が関わ 

っている塾やスポーツクラブ等の仲間やグループなど、当該児童生徒との何らかの 

人間関係がある状態を指す。 

※３「物理的な影響」 

身体的な影響の他、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させ 

られたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で 

被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感 

じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。 
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個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることな

く、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことが必要です。また、いじめには、

多様な態様があることを考慮し、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断す

るに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」だけでなく、苦痛を表現できなかっ

たり、本人がいじめに気付いていなかったりする場合もあり、本人及び周囲の状況

等を把握するよう努めることが大切です。 

また、いじめの認知については、特定の教職員のみによることなく、法第２２条

の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」（例：「いじめ・不登校対

策委員会」）を活用し、組織的に判断することが求められています。 

さらに、いじめのうち、犯罪行為として扱われるべきと認められ、警察の専門的

な知識や技能が必要と判断されるものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な

被害が生じるおそれがあるものは、教育的な配慮や被害者の意向を配慮した上で、

早期に警察に相談し、連携した対応をとることが必要です。 

 

第３ 関係者の責務 

本市では、子どものいじめ防止等に関する各関係者、各関係諸機関が、市基本方

針に基づき、いじめの防止等に対する施策を定めて実施するとともに、連携して取

組の充実を図ります。  

  １ いじめの未然防止  

○ 市は、学校がいじめ問題への適切な対応ができるよう、必要な措置を講じ、

いじめから児童生徒を守り、いじめを生み出さない学校づくりを支援します。  

○ 学校は、全ての児童生徒が教職員や友人との間に信頼関係を育むことを通し

て、いじめのない学校づくりに努めます。  

○ 学校は、道徳教育や体験活動等の充実を図り、児童生徒が人間関係を築く力

やコミュニケーション能力を高めることにより、いじめの未然防止に努めます。 

○ 保護者には、子どもの教育において第一義的責任を有し、子どもがいじめを

行うことのないよう、自他の命を大切にする心や他を思いやる心、規範意識の

醸成等に努めることが求められます。 

○ 地域社会には、学校、家庭と連携し、社会全体で子どもたちを見守り、育て
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ていく役割が期待されます。地域、学校、家庭が協働して、子どもたちの様々

な体験活動や人と関わり合う活動を支援していく必要があります。 

○ インターネット上のサイト等における誹謗中傷などのトラブルに児童生徒が

巻き込まれることを未然に防ぐために、インターネットの利用に関する指導等、

情報モラル教育を充実します。 

 

  ２ いじめの早期発見  

○ 学校教育課に校長経験者等、教職経験の豊かな教育相談員を配置し、いじめ

に悩む子どもや保護者等の相談に対応します。また、「半田市いじめ相談」も

開設しており、いじめの解決に向けての対応を積極的に進めます。 

○ 市は、各学校に臨床心理士等の資格を有するスクールカウンセラー、全中学

校に心の教室相談員、拠点校にスクールソーシャルワーカーを配置するなど、

児童生徒が悩みを相談しやすい環境の充実を図ります。 

○ 周りの友人のＳＯＳを感じたり、悩みなどを打ち明けられたりしたら、一人

で抱え込まず、信頼できる大人につなぐよう指導します。また、相談先として

「子どもＳＯＳほっとライン２４」（「２４時間子どもＳＯＳダイヤル」）等

の相談機関の連絡先を児童生徒に周知するようにします。 

○ 市や学校は、研修等の充実を図り、全ての教職員がいじめに対する共通理解

をもち、適切に対応できるよう、指導力の向上を目指します。  

○ 学校は、教育相談体制を充実し、児童生徒が相談しやすい環境を整えるとと

もに、定期的なアンケート調査や個人面談、Ｑ－Ｕテストを活用するなどいじ

めの早期発見に努めます。 

○ 保護者は、子どもがいじめを受けた場合やいじめに関わっていると気づいた

場合は、子どもをいじめから守るための、あるいは子どもにいじめをさせない

ための適切な措置を、学校、関係機関等と連携して行います。  

 

  ３ いじめに対する措置 

○ 市は、学校のいじめへの対応や問題の解決に向けて、指導・助言を行い、適

切に措置が講じられるよう支援をします。  



 - 5 - 

○ 学校は、教職員がいじめを発見したときや、いじめの相談を受けたとき、又

はいじめの疑いがあると思われるときは、速やかに学校いじめ対策組織におい

て当該いじめに係る情報を共有し、特定の教職員で問題を抱え込むことがない

よう、迅速かつ組織的に対応します。また、学校いじめ対策組織において情報

共有を行った後は、事実関係を確認の上、組織的に対応方針を決定し、被害児

童等を徹底して守り通すとともに、いじめが「解消している」状態に至った場

合でも、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒を日常的に注意深く観察

するなど、再発防止に努めます。 

○ 保護者は、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめ防止等の取組

に対して、必要な協力を行います。 

 

第４ 半田市としての取組 

いじめの防止等については、学校、家庭、地域、関係諸機関等と連携し、力を合

わせて対応します。 

  １ 半田市子どもサポート会議の設置 

○ 法第１４条第１項の趣旨を踏まえ、「半田市子どもサポート会議設置要綱」

に基づき、いじめの防止等に関する機関の連携を図るため、医師、弁護士、学

識経験者、大学教授、半田保健所、児童・障害者相談センター、スクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカー、適応指導教室、学校、市教育委員会

等の関係者を構成員とする「半田市子どもサポート会議（以下「サポート会議」

という。）」を設置します。 

○ サポート会議では、いじめ防止等に関する機関のいじめの問題への取組状況

を検証・協議し、本市のいじめ防止対策の一層の充実を図ります。また、本市

のいじめの防止等に関する取組が、市基本方針に基づき、実効的に行われてい

るかを点検し、今後の取組や施策の充実に生かします。 

○ サポート会議での連携が、各学校のいじめ防止等に活用されるよう、必要な

措置を講じます。 

 

   



 - 6 - 

２ 半田市いじめ問題専門委員会の設置 

○ 法第１４条第３項に基づき、学校におけるいじめの防止等の対策が実効的に

行われるよう、教育委員会に専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加に

よる「半田市いじめ問題専門委員会」（以下「専門委員会」という。）を設置

します。 

○ 教育委員会が、法第２８条第１項に規定する重大事態（※４）に係る調査を

行う必要が生じた場合は、この「専門委員会」により調査を行います。 

   

３ 半田市いじめ問題調査委員会の設置 

○ 法第２８条第１項による重大事態に係る調査結果の報告を受けた半田市長

（以下「市長」という。）が、報告に係る重大事態への対処または同種の事態

の発生の防止のために必要があると認めるときに調査を行う組織として、法第

３０条第２項の規定により「半田市いじめ問題調査委員会」（以下「調査委員

会」という。）を設置します。 

○ 調査委員会の構成は、いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利

害関係を有しない専門的知識及び経験を有する第三者等で構成します。 

 

４ 重大事態への対処 

 （１） 学校及び教育委員会の対応  

○ 重大事態が発生した場合は、学校は教育委員会を通じて市長に事態発生につ

いて報告します。 

○ 教育委員会は、学校から重大事態の報告を受けた場合、その事案の調査を行

う主体や調査組織について判断します。 

※４「重大事態」（法第２８条第１項） 

 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害 

 が生じた疑いがあると認めるとき 

 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間（年間３０日を目安と 

 する。）学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 
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○ 学校が主体として調査を行う場合、学校いじめ対策組織を母体として調査や

対応を行います。教育委員会は、サポート会議の構成員や指導主事を派遣する

など、学校の調査及び対応を指導・助言します。 

○ 教育委員会が主体として調査を行う場合、「専門委員会」（法第１４条第３

項）が調査を行います。 

○ この調査は、事実関係を明確にするための調査（事実の背景、人間関係にお

ける問題、学校・教職員の対応等）であって、因果関係を特定し、民事・刑事

上の責任追及やその他の訴訟等への対応を直接目的とするものではなく、学校

及び学校の設置者が、事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態

の発生防止を図るものです。 

○ 学校又は教育委員会が調査を行った場合、当該調査に係るいじめを受けた児

童生徒及びその保護者に対し、事実関係等その他の必要な情報提供を適切に行

います。 

○ 調査の結果については、教育委員会を通じて市長に報告します。 

 

（２） 市長による再調査及び再調査を踏まえた措置  

○ 市長は、学校や教育委員会が行った調査（法第２８条第１項）の結果について

報告を受けた場合、当該重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発

生の防止のため必要があると認めるときは、専門的な知識及び経験を有する第

三者等の参加による「調査委員会」により調査の結果について調査（「以下、

「再調査」という。）を行うこととします（法第３０条第２項及び第３１条第

２項）。 

○ 再調査を行った場合、個人のプライバシーに対して必要な配慮を確保した上

で、市長はその結果を議会に報告します（法第３０条第３項）。 

○ 再調査を行った場合、市長又は教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、指導

主事や専門家を派遣するなど、自らの権限及び責任において、当該調査に係る

重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な

措置を講じます。 
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（３） 重大事態発生時の対応（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校からの重大事態発生の報告【学校】 

調査主体の判断・指示【教育委員会】 

学校主体の調査【学校】 

① 調査組織の設置 

② 専門委員会で事実関係を明確に

するための調査を実施 

③ いじめを受けた児童生徒・保護者

に対して適切に情報を提供 

④ 調査結果を市教育委員会に報告 

 （市教育委員会から市長へ報告） 

⑤ 調査結果を踏まえた必要な措置 

教育委員会主体の調査【教育委員会】 

① 専門委員会の設置 

② 組織を中心に事実関係を明確にす

るための調査を実施（学校は資料の

提出等、調査に協力） 

③ いじめを受けた児童生徒・保護者

に対して適切に情報を提供 

④ 調査結果を市長に報告 

⑤ 調査結果を踏まえた必要な措置 

（市長が必要と認めた場合） 

再調査の指示【市長】 

調査委員会による再調査【市長】 

① 調査委員会の設置 

② 調査委員会で事実関係を明確にするた 

めの調査を実施（学校は資料の提出等、

調査に協力） 

③ いじめを受けた児童生徒・保護者に対 

して適切に情報を提供 

④ 市長は調査結果を市議会に報告 

⑤ 調査結果を踏まえた必要な措置 
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５ 児童会生徒会サミット活動の支援 

○ 児童生徒の手でいじめのない学校づくりを進めるために、平成２５年１月か

ら、児童会・生徒会役員が集まり、「児童会生徒会サミット」を開催していま

す。平成２５年８月２８日には、いじめをなくすための７つの約束「スマイル

宣言」、平成２７年８月２８日には、インターネットを使う上での５つの心構

え「ネット五原則」（以下に示す。）を採択し、各小中学校では「スマイル宣

言」「ネット五原則」を意識しながらいじめ防止に向けた取組が進められてお

り、今後も児童生徒の自治的活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

６ 教職員の資質の向上 

○ 教職員によっていじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行

われるよう、教職員に対する研修の充実を図ります。 

 

  ７ 調査研究の推進等 

○ 半田市子どもサポート会議において、いじめの防止等のための対策に係る事

例等を集積・分析するなど、調査・研究を推進します。また、その成果を学校

現場にフィードバックすることで、各学校での取組を支援します。 
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  ８ 広報・啓発活動 

○ いじめの未然防止、早期発見、いじめに対する適切な措置等に向けて、機会

を捉えて、いじめの防止等についての広報・啓発活動を行います。 

 

第５ 学校としての取組 

各学校は、いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも起こり得る問題であること

を踏まえ、「学校いじめ防止基本方針」を策定します（法第１３条）。そして、「学

校いじめ防止基本方針」に基づき、学校の設置者、家庭、地域、関係機関等と緊密

な連携を図り、いじめの未然防止、早期発見、いじめに対する適切な措置等につい

て組織的に取り組み、いじめのない学校づくりを目指します。 

また、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に

位置付けるとともに、学校評価において目標の達成状況を評価し、その評価結果を

踏まえて、学校におけるいじめ防止等のための取組の改善を図ります。 
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                                  参 考  

学校いじめ防止基本方針について 

 

１ 学校いじめ防止基本方針の策定 

学校は、法第１３条の規定に基づき、国・県・市の基本方針を踏まえ、自校にお

けるいじめへの基本的な考え方やいじめ防止等に関する取り組みの内容等をまとめ

た「学校いじめ防止基本方針」を策定し、学校のホームページ等で公開します。 

 

 

    

    

   

 

 

    

   

 

    

   

 

 

    

   

 

    

   

 

 

 

【項目例】 

 １ いじめの防止についての基本的な考え方について 

  ① いじめについての基本的な認識 

  ② 学校のいじめに対する基本姿勢 

    ③ 育てたい児童生徒の力や教師の役割 等 

 ２「いじめ防止対策組織」について 

  ① 組織図 

    ② 役割 等 

 ３ いじめ防止等に関する具体的な取組について 

  ① いじめの未然防止 

    ② いじめの早期発見 

    ③ いじめに対する措置 

 ４ 取組に対する点検・検証・見直し 

  ①「ＰＤＣＡサイクル」による見直し 

    ② 学校評価（自己評価、学校関係者評価）等の取組 

 ５ その他 

  ① 学校いじめ防止基本方針の公開 

    ② 教職員の資質向上に資する校内研修の実施 等 

 

 

 ２ 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 

学校は、法第２２条に基づき、いじめの問題に対して組織的に対応するための中

核となる「いじめ防止等の対策のための組織」を設置します。組織には、必要に応

じて心理や福祉の専門家、警察官経験者等、外部の専門家を入れ、より実効性のあ

る適切な対応ができるように努めます。 
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 ３ 広報・啓発活動 

    ① いじめの未然防止 

 学校全体でいじめを生み出さない風土づくりに取り組むとともに、教職員の 

指導力の向上を目指します。 

○ いじめは、どの子どもでも被害者にも加害者にもなり得ることを踏まえ、全

教職員がいじめに対する共通理解をもち、いじめを生み出さない学校づくりに

努めることが大切です。 

   ○ 学校は、教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実、読書活動、体

験活動などの推進を図り、児童生徒が自他の違いを認め、問題を解決していく

力や周囲への影響を考えて行動できる力、他者と円滑にコミュニケーションを

図ることができる力を育むことが求められます。 

    ② いじめの早期発見 

日頃から、児童生徒と教職員が信頼関係を築き、教職員は児童生徒理解、い 

じめの早期発見に努めます。 

   ○ 教職員は、いじめを早期発見するためには、些細な兆候を見逃さず、いじめ

ではないかとの疑いをもち、積極的に認知しようとする姿勢が大切です。 

   ○ 児童生徒に日頃から声かけをするなど積極的にコミュニケーションをとった

り、児童生徒が集団の中で周囲とどのように関わっているかを第三者的な立場

から観察したり、Ｑ－Ｕテストの結果を分析したりするなど、児童生徒の理解

に努める必要があります。 

   ○ 学校は、定期的なアンケートを実施したり、教育相談の充実や相談窓口の周

知をしたりするなど、いじめについて児童生徒が訴えやすい環境を整え、地域

・家庭と連携し、児童生徒を見守ることが大切です。 

   ○ いじめに係る学校のアンケート用紙や相談の記録等は、原則、５年間保存す

るものとします。アンケートは学期に１回以上実施し、記名・無記名の選択式、

一人一人回収等、プライバシーには十分配慮します。また、アンケート実施後

には、児童生徒と直接面談を行うとともに、アンケート結果は、管理職、生徒

指導担当、学年主任等、複数の目で点検・確認するものとします。 
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③ いじめに対する措置 

 いじめの相談や通報があった場合は、特定の教職員が抱え込まず、速やかに 

 組織で対応します。また、被害者の児童生徒を守り、加害者の児童生徒への 

 適切な指導を行い、いじめの再発防止に向けて、いじめが起こりにくい学校 

 づくりに努めます。 

   ○ 学校は、いじめの疑いが生じた場合や、いじめを確認した場合は正確な事実

確認に努め、直ちに組織で対応することが大切です。いじめを受けた児童生徒

やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒

に事実の確認をするなど適切な指導をします。 

   ○ いじめの相談や通報があった場合は、特定の教員のみの判断で進めたり、特

定の教職員が抱え込んだりせず、校内に設置する「いじめ防止対策組織」で対

応する必要があります。また、必要に応じて心理や福祉の専門家、警察官経験

者等、外部の専門家に参加を求めることも大切です。 

   ○ 教職員は、日頃からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深

め、指導力の向上を図るとともに、学校での組織的な対応を可能にする体制を

整備することが大切です。 

 

４ 地域や家庭との連携 

学校は、地域・家庭と連携して、いじめや暴力から子どもを守ります。 

  ○ 学校は、社会全体で子どもを見守り、育てるという視点に立ち、地域・家庭・

学校が連携して取り組むために、日頃からＰＴＡや学校運営支援協議会委員、地

域の関係団体等と連携を密にし、多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止める

ことができるように努める必要があります。 

  ○ いじめには、ふざけ合いや遊びを装ったり、インターネット上やメール等で誹

謗中傷をしたりするなど、教職員や保護者などの大人の目に付きにくい場所や形

で行われるものも多くあります。いじめを受けている子どもも、親に心配をかけ

たくない、誰かに話したら仕返しされるかもしれないなどの理由から、他者に相

談できず、心理的にも追い込まれていくことがあります。何気ないそぶりや言葉

などから、小さな変化やサインを読み取り、いじめの疑いが生じた場合は、早急
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に学校や相談機関に連絡できるよう、体制を整えておくことが大切です。 

 

５ 関係諸機関との連携 

  日頃から関係諸機関との連携を密にし、適切に対応できるように努めます。 

  ○ いじめの問題の中には、学校が教育的な視点から指導を行っているにもかかわ

らず、十分な効果をあげることが難しい事案もあります。そうした場合は、関係

諸機関（警察、児童相談所、医療機関、法務局等）と適切に連携し、対応してい

くことも大切です。 

  ○ 日頃から、「半田市学校・警察連携制度」の円滑な推進や、「子どもサポート

会議」等、学校や学校の設置者と関係諸機関との連絡協議会の開催、担当者間の

情報交換等から、連携体制を整えておくことが大切です。 

 

 

 ※「半田市学校・警察連携制度」（平成２６年７月７日 締結） 

  半田市の学校と半田警察署が、相互に必要とする情報の提供や相談・連絡を  

行い、学校と警察が適切に連携を図ることで、児童生徒の非行、問題行動及 

び犯罪被害の防止ならびに健全育成を推進する。 
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いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号） 

平成２５年９月２８日施行 

目次 

第一章 総則（第一条―第十条） 

第二章 いじめ防止基本方針等（第十一条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十一条） 

第四章 いじめの防止等に関する措置（第二十二条―第二十七条） 

第五章 重大事態への対処（第二十八条―第三十三条） 

第六章 雑則（第三十四条・第三十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく

侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、

その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、

児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見

及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策に関し、基本理念を定め、国

及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関

する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の

基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効

果的に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的

又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）で

あって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

2 この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一

条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部

を除く。）をいう。 

3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、未

成年後見人）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であ

ることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、

学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなけ

ればならない。 
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2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等

に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、

いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を

深めることを旨として行われなければならない。 

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護する

ことが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家

庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなけ

ればならない。 

 

（いじめの禁止） 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

 

（国の責務） 

第五条 国は、第三条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、いじめの

防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策につい

て、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 

 

（学校の設置者の責務） 

第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの

防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。 

 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等

の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体で

いじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじ

めを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

 

（保護者の責務等） 

第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護

する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うた

めの指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をい

じめから保護するものとする。 

3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめ

の防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 

4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解

してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及び
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その設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。 

 

（財政上の措置等） 

第十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要

な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第二章 いじめ防止基本方針等 

（いじめ防止基本方針） 

第十一条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のた

めの対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（以下「いじめ防止基

本方針」という。）を定めるものとする。 

2 いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

三 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

 

（地方いじめ防止基本方針） 

第十二条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、

当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針（以下「地方いじめ防止基本方針」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

 

（学校いじめ防止基本方針） 

第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その

学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的

な方針を定めるものとする。 

 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るた

め、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方

法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会

を置くことができる。 

2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題

対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道

府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、

当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必

要な措置を講ずるものとする。 

3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の

下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策

を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必

要な組織を置くことができるものとする。 
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第三章 基本的施策 

（学校におけるいじめの防止） 

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培

い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏ま

え、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならな

い。 

2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、

当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、

いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うもの

に対する支援、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員

に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（いじめの早期発見のための措置） 

第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に

発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

2 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整

備に必要な施策を講ずるものとする。 

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者

並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制（次項におい

て「相談体制」という。）を整備するものとする。 

4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、

地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利

利益が擁護されるよう配慮するものとする。 

 

（関係機関等との連携等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支

援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじ

めの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互

間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団

体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

 

（いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上） 

第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支

援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじ

めの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成及

び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教

諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者で

あっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助
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言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるもの

とする。 

2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等

のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資

質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。 

 

（インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進） 

第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びそ

の保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネ

ットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われる

いじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必

要な啓発活動を行うものとする。 

2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込

まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、

インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努め

るものとする。 

3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童

等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報（特定

電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平

成十三年法律第百三十七号）第四条第一項に規定する発信者情報をいう。）の開示を

請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めること

ができる。 

 

（いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等） 

第二十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじ

めを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する

指導又はその保護者に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじ

めへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項やいじめの防止等

のための対策の実施の状況についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果

を普及するものとする。 

 

（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを

防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報

その他の啓発活動を行うものとする。 

 

第四章 いじめの防止等に関する措置 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行う

ため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者そ

の他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとす
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る。 

 

（いじめに対する措置） 

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる

者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、い

じめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する

学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がい

じめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の

有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報

告するものとする。 

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合

には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員

によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめ

を受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指

導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。 

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等に

ついていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等

いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするため

に必要な措置を講ずるものとする。 

5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行う

に当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者と

の間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と

共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄

警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身

体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、

適切に、援助を求めなければならない。 

 

（学校の設置者による措置） 

第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に

応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずるこ

とを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。 

 

（校長及び教員による懲戒） 

第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合

であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、

適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。 

 

（出席停止制度の適切な運用等） 

第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教
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育法第三十五条第一項（同法第四十九条において準用する場合を含む。）の規定に基

づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安

心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。 

 

（学校相互間の連携協力体制の整備） 

第二十七条 地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ

学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護

者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助

言を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備す

るものとする。 

 

第五章 重大事態への対処 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態

（以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防

止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を

設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確

にするための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が

生じた疑いがあると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余

儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当

該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事

態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項

の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を

行うものとする。 

 

（国立大学に附属して設置される学校に係る対処） 

第二十九条 国立大学法人（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第

一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。）が設置する国立大

学に附属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学

法人の学長を通じて、重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければな

らない。 

2 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係る重大事態への対処

又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前

条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 

3 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る国立大学

法人又はその設置する国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大事

態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ず
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ることができるよう、国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通

則法（平成十一年法律第百三号）第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（公立の学校に係る対処） 

第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、

当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共

団体の長に報告しなければならない。 

2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への

対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、

附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査

の結果について調査を行うことができる。 

3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報

告しなければならない。 

4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条に規定する事務を管理し、又は

執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自

らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と

同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（私立の学校に係る対処） 

第三十一条 学校法人（私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定

する学校法人をいう。以下この条において同じ。）が設置する学校は、第二十八条第

一項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府

県知事（以下この条において単に「都道府県知事」という。）に報告しなければなら

ない。 

2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処

又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附

属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の

結果について調査を行うことができる。 

3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人

又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種

の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第

六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。 

4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使する

ことができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。 

第三十二条 学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第

十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。）が設置す

る学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取締

役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、同法第十二条第一項の規定



 - 23 - 

による認定を受けた地方公共団体の長（以下「認定地方公共団体の長」という。）に

報告しなければならない。 

2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態

への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めると

きは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定によ

る調査の結果について調査を行うことができる。 

3 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る

学校設置会社又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重

大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、

構造改革特別区域法第十二条第十項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

4 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置会社が設置する学校に対

して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。 

5 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人（構造改革特別区域法第十三条

第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。）が設置する学校について準用する。

この場合において、第一項中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」とある

のは「学校設置非営利法人の代表権を有する理事」と、「第十二条第一項」とあるの

は「第十三条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する

前項」と、第三項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学校

設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第十二条第十項」とあるのは「第

十三条第三項において準用する同法第十二条第十項」と、前項中「前二項」とある

のは「次項において準用する前二項」と読み替えるものとする。 

 

（文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助） 

第三十三条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十五条の四第一項

の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委

員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正

な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 

 

第六章 雑則 

（学校評価における留意事項） 

第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱う

に当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめ

に対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止する

ための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。 

 

（高等専門学校における措置） 

第三十五条 高等専門学校（学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下

この条において同じ。）の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学

校の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の

防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を
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講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 

 

（検討） 

第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途とし

て、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められると

きは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

2 政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなっ

たために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援

を受けつつ学習することができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方に

ついての検討を行うものとする。 

 

理 由 

いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大

な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のための対

策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等のための対策に関し、基本理

念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のため

の対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のため

の対策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由で

ある。 

 


